
 

  

          公益社団法人柳井広域シルバー人材センター 

令和７年度 事 業 計 画 

【基本方針】 

世界経済は、コロナ禍からの回復を果たしつつロシア、ウクライナ戦争によるエネ

ルギー価格の高騰などによる世界的な物価上昇等新たな課題に直面している。また、

米国政権の交代、中国経済の減速や米中通商問題をはじめ、世界経済は不確定性が増

大しており不透明な状況にあります。 

国内においては、金融市場をはじめ雇用・所得環境の改善が続き、企業収益が高水

準で推移する中で、内需の柱である個人消費や設備投資が増加傾向で推移するなど穏

やかな回復が続いている。 

このような社会経済情勢にあって、少子高齢化の進展及び平均寿命の伸長により高

齢者の一層の活躍が期待される状況にあります。当センターとしましては、人生１０

０年時代という超高齢化社会における長い人生を送る時代を迎え、年齢に関わりなく

多様な就業機会の提供や地域で働ける場づくりや、高齢者の社会参加や生きがいの充

実、健康の増進を提供するなど重要な役割を担っていることから、これからも積極的

な事業運営が求められています。 

２０２０年以来、新型コロナウイルス感染症によりセンター事業にとっても、受注

事業において多大な影響を及ぼしましたが、現在は鎮静化の方向にあることからコロ

ナ禍前の事業水準に回復することが近々の課題であります。特に高齢者の多様な働き

方を促進する改正高年齢者雇用安定法の導入等により、民間事業所においては雇用機

会が７０歳まで延長されるなど、年々会員加入促進の伸びが著しいため、会員の拡大

をはじめ多様な就業機会の確保、さらには適正就業による公平な就業機会の促進と安

全就業を重点事項として取り組みを進めて参ります。 

また、昨年秋に施行されました「フリーランス」新法制定を踏まえて契約方法の見

直しについては、業務運営の効率化等によるセンターの基盤強化を図る観点から、業

務運営が円滑に移行できるよう、シルバー事業のデジタル化の推進にも取り組んでま

いります。 

今後も、シルバー人材センターの基本理念である「自主・自立、共働・共助」の認

識のもとに、これからも引き続き、健全な財政運営と計画的な事業展開に向けて、地

域に密着した効率的な事業運営に努めるとともに、公益社団法人の主旨を遵守し会

員・役職員一丸となって次の事業に取り組んでまいります。  



 

  

【実施計画】 

１．会員確保の推進 

   センターの組織を維持発展するためには、健康で働く意欲のある会員の確保を

図ることが不可欠です。全シ協の定める「新たな仲間拡大計画」に基づき、会員

入会促進及び、福祉家事援助の充実を図る必要があるため、女性会員の拡大及び

会員退会防止に取り組み会員拡大に努めます。 

（１）会員入会説明会の開催（柳井・田布施・平生） 

（２）ホームページによる会員募集 

（３）「会員紹介報奨制度」の継続実施 

（４）会報誌やチラシ・自治体の広報誌等の活用による会員募集 

（５）県連合会主催の各種講習会参加者への会員勧誘 

（６）女性会員拡大を図る事業の取り組み 

（７）会員特典事業（シルバーフレンドリーショップ）制度の拡充 

２．就業機会の確保と拡大  

   就業機会の確保と拡大はセンター事業の根幹であることから公共団体、民間企

業、一般家庭等にシルバー人材センターが果たす社会的な意義と役割について理

解を求めるとともに、多様な就業機会の確保と拡大に努めます。 

（１）会員・役職員が組織の一員として、地域の実態に合った就業開拓の拡大 

（２）適正な事業運営を図るため、労働者派遣事業の推進による就業機会の拡大 

（３）女性会員による福祉家事援助サービス分野への就業の推進 

（４）空き家見守りサポート事業の推進 

（５）就業開拓に資するデジタル化の推進 

（６）接遇研修・技能研修など技術や資質の向上による就業機会の拡大 

（７）広報誌や新聞等をはじめ様々な PR媒体を活用した就業の確保 

３．組織体制の充実・強化   

   センター事業をより一層充実したものにするため、効率的な事業運営の視点に

立ったセンター機能強化と「自主・自立、共働・共助」の基本理念に基づき、会

員の自主的な運営が図られる体制づくりを推進し、安定的な組織の確立・基盤の

強化に努めます。 

  （１）理事会及び専門部会、委員会等の自主的な活動と活性化 

  （２）地域班・職群班の充実強化及び地域自主活動の促進 

  （３）事務局体制の充実強化と効率的な事業運営の推進 

  （４）デジタル技術を活用した業務の効率化及び業務連絡体制の構築 

  （５）「班長・リーダー会議」等の開催による会員相互の連帯意識と組織活動の向上 



 

  

４．普及啓発活動の推進   

   シルバー人材センター事業の意義や理念、事業活動内容等を地域社会に広く周

知し、センターに対する理解と支援が得られる普及啓発活動を行います。 

（１）市・町広報誌の活用と報道機関への情報提供 

（２）会報誌「シルバーやない」の発行及び紙面の充実 

（３）センターホームページの充実 

（４）シルバー普及啓発月間におけるセンター事業の紹介及び配布 

（５）各種イベントや社会活動への参加によりセンター事業の紹介 

５．安全就業・適正就業の推進   

   安全就業はセンターの最重要課題です。「安全は全てに優先する」を念頭に、安

全就業基準に基づき、会員の安全意識の高揚と就業中での事故防止に取り組みま

す。 

（１）安全適正就業委員会の開催 

（２）安全就業推進計画による事故防止への取り組み 

（３）安全就業推進大会の開催 

（４）安全パトロールの実施 

（５）就業前のミーティングの徹底 

（６）安全就業標語の募集による事故防止の呼びかけ 

（７）安全就業だより会報誌等による事故防止の呼びかけ 

（８）ヒヤリ・ハット体験事例の募集 

（９）就業現場における安全就業旗の設置による安全意識の醸成 

   適正就業については 「適正就業基準要綱」に基づき、会員に適正かつ公平な

就業機会が図られるよう、ローテーション就業の促進や長期継続就業の解消など

就業の適正化を推進します。特に、フリーランス新法への対応及び「新たな契約

方法」への移行を見据え、見積もりの適正化を推進する。また、請負・委任契約

に馴染めない仕事の受注は、労働者派遣事業に切り替え適正就業に努めます。 

６．労働者派遣事業の促進   

   会員の就業機会の確保拡大を図るため、指揮命令による就業や社員との混在就

業も可能な「労働者派遣事業」について、官公庁や起業等に対して積極的に働き

かけ、新たな職種の就業開拓等による雇用の場の創出に努めます。 

（１）行政機関及び広域圏内事業所への労働者派遣事業の周知 

（２）労働者派遣事業の活用を図るため官公庁や事業所を訪問し雇用の場の創出 

（３）山口県シルバー人材センター連合会及び派遣事業所と連携して、労働者派 

遣事業の適正な事業運営を推進し、会員の就業機会の確保の提供 

 

 



 

  

７．研修会・講習会の開催    

    安全で適正な就業に必要な知識や技能の習得向上を図るため、各種研修会・講

習会を開催して、会員の拡充や就業率の向上に努めます。 

（１）植木剪定講習会の開催 

（２）刈払い機実技講習会の開催 

（３）デジタル化の対応に向けたスマートフォン活用講座の開催 

（４）刈払い機・チェーンソー取り扱い講習会の開催 

（５）交通安全講習会の開催 

（６）福祉家事援助サービス等講習会の開催 

（７）会員・役職員による人権啓発研修会の開催 

（８）介護料理講習会の開催 

（９）県連合会主催の各種研修会への参加 

 

８．独自事業の推進   

  会員自らが独自に創意と工夫・経験を活かした就業機会の拡大と生きがいの充実、

さらには伝統文化の伝承につながる事業の推進を図ります。 

（１）刃物研ぎ 

（２）剪定枝葉チップリサイクル事業 

（３）金魚ちょうちんづくり事業 

（４）しめ縄飾り作製事業  

 

９．指定管理事業の取り組み    

   公共施設に係わる指定管理者として、文化施設「アクティブやない」並びに観

光施設「やない西蔵」の施設管理事業を行い就業機会の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


